
「新潟県過疎地域持続的発展方針」（素案）への県民意見と県の対応 

 

１ 意見の反映状況（意見数：１人 ８件） 

Ⅰ 反映したもの： 

Ⅱ 一部反映したもの： 

Ⅲ 既に記述済みのもの： 

Ⅳ 今後の参考とするもの： 

Ⅴ その他記述を変更しなかったもの： 

 ０件 

 ０件 

 ０件 

 ７件 

 １件 

 

２ 意見と対応 

No. 県民意見 県の対応 

 

反映 

状況 

１ 

全 体 

・過疎地域の持続的発展、住民の安全・安

心確保、産業振興といった全体的な理

念について、賛同いたします。 

・過疎地域が抱えるリスク(自然災害、交

通遮断、設備老朽化、事業中断など)を

制度設計段階から問題視し、リスク軽

減、予防機能を強める視点をより明確

にすることを切望いたします。 

・移住・定住・地域間交流の促進、産業の

振興、地域における情報化、交通施設の

整備・交通手段の確保等に KPI(業績評

価指標)を設けると、進捗状況等を具体

的に把握できると思いますので、ご検

討をお願いいたします。 

 

・過疎方針は、法の規定に基づき、

過疎地域の持続的発展のために

実施すべき施策に関する県全体

の方針を県が定めるものであ

り、分野毎の KPI は設定してお

りません。 

・過疎方針に基づき策定する県過

疎計画、市町村過疎計画におい

て具体的な施策を記載し、評価

を行ってまいります。 

・御意見につきましては、今後の

過疎対策の取組みを進める上で

の参考とさせていただきます。 

Ⅴ 

 

２ 

１ 基本的な事項 

（2）過疎地域持続的発展の基本的な方向 

  ア 基本的な方向 

➁ 暮らしやすい新潟 

・「激甚化・頻発する自然災害に対し、一

段加速した対策を進め・・・誰もが安全 

して暮らせるための施策を展開する」

ことに賛同いたします。 

・新潟県内の豪雪地帯では、旧川口町や旧

山古志村など過去の災害経験から、災

害対応力が高い地域コミュニティを形

成している地域もあります。 

・このような住民主体に機動的に動く体

・御意見につきましては、今後の

過疎対策の取組みを進める上で

の参考とさせていただきます。 

Ⅳ 

 



No. 県民意見 県の対応 

 

反映 

状況 

制ができている地域について、県内に

水平展開させることにより県民の防災

意識の底上げにつながるため、県ホー

ムページ、県広報紙等による広報媒体

等により、「価値観の多様化」による過

疎地域の持つ魅力の見直しに結び付け

られればと思います。 

 

３ 

１ 基本的な事項 

（2）過疎地域持続的発展の基本的な方向 

  イ 地域別持続的発展方向 

   Ⅰ 村上地域 

・「豊かな自然や歴史、文化等の地域資源

を有効活用」した「魅力ある地域づく

り」に賛同いたします。特に関川村にお

いては、「NIPPON 防災資産」に認定され

た「大したもん蛇まつり」(ギネス認定

2001：世界一長い蛇)を有しており、取

り組みのブランド化により貴重な資源

となり得るため、県におかれては、同じ

く「NIPPON 防災資産」の三条市の大河

津分水と合わせて、県内および全国に

効果的な広報展開していくことを要望

します。 

 

・御意見につきましては、今後の

過疎対策の取組みを進める上で

の参考とさせていただきます。 

Ⅳ 

 

４ 

２ 移住・定住・地域間交流の促進及び人

材の育成 

(2) 移住及び定住 

・「若者やシニア層の本県への移住・定住

促進に重点的に取り組む」ことに賛同

いたします。県内への移住希望者等を

促進させるためには、素案記載の「居住

環境の整備」のほか、病院、学校、ショ

ッピング施設、電気、ガス、水道、下水

道など基本的インフラの整備も必要に

なりますので、この点移住希望者等に

十分説明できるよう事前の準備もお願

いできればと思います。 

・御意見につきましては、今後の

過疎対策の取組みを進める上で

の参考とさせていただきます。 

Ⅳ 

 

 



No. 県民意見 県の対応 

 

反映 

状況 

５ 

３ 産業の振興 

 (3) 地場産業の振興 

 (4) 企業の誘致対策 

・「過疎地域等に特有の地域資源を活かし

た独自の産業育成」および「情報サービ

ス業等の今後成長が見込まれる企業誘

致」の積極的な推進に賛同いたします。 

・当該企業の事業所が大規模災害により

被災した場合に、損害を最小限に抑え、

迅速に事業の復旧を図るため、平時に

ＢＣＰを策定しておく必要がありま

す。当業界では、ＢＣＰ策定に向けた支

援などを実施していますので、必要に

応じてご活用いただければ幸いです。 

 

・御意見につきましては、今後の

過疎対策の取組みを進める上で

の参考とさせていただきます。 

Ⅳ 

６ 

５ 交通施設の整備及び交通手段の確保 

 (4) 交通手段の確保対策 

・過疎地域等における交通手段の確保対

策として、「小型バスへの転換、デマン

ドバス・乗合タクシーの導入・・・・等、

より効率的な交通手段による運行を図

る」ことに賛同いたします。一定の予算

の中で地域特性に応じた機動的な運営

を図るよう切望いたします。 

・御意見につきましては、今後の

過疎対策の取組みを進める上で

の参考とさせていただきます。 

Ⅳ 

７ 

６ 生活環境の整備 

 (1) 生活環境の整備の方針 

・近年発生した地震、水災、大雪などの災

害から得られた教訓を活かし、災害に

強い県土づくりを目指して、防災・減災

対策の積極的な推進をお願いします。 

・また、県民への自助への備えとして、地

震保険、火災保険(水災補償)、自動車保

険(車両保険)について、広報紙掲載や

地域の会合の場などを通じて、周知・啓

発をお願いいたします。 

 

 

 

 

・御意見につきましては、今後の

過疎対策の取組みを進める上で

の参考とさせていただきます。 

Ⅳ 



No. 県民意見 県の対応 

 

反映 

状況 

８ 

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健・

福祉の向上及び増進 

 (3) 高齢者等の保健、福祉の向上及び

増進を図るための施策 

・「高齢者が要介護状態になることを予防

し、心身や生活機能全体の維持・向上を

通じ、居宅で活動的な生活を送るた

め」、「福祉機関と連携したサービス付

き高齢者向け住宅の供給」の推進に賛

同いたします。高齢者が 1 日でも多く

健康状態で過ごせるよう、リハビリ要

員等の確保も必要になると思いますの

で、貴県の高齢者福祉の全体プランの

中でご検討をお願いいたします。 

・御意見につきましては、今後の

過疎対策の取組みを進める上で

の参考とさせていただきます。 

Ⅳ 

 


